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お知らせ

シリーズ　消費生活相談
「原野商法の二次被害」に関する相談
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成年後見制度巡回相談成年後見制度巡回相談
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1 月の相談
■人権・行政・心配ごと相談
　4日（木）、18日（木）
　場　所　役場2階会議室201(4日）
　　　　　中央公民館308号室（18日）
　時　間　午前9時30分～午前11時30分
　※電話での相談も受け付けます。
■無料法律相談（事前に予約が必要）
　18日（木）
　場　所　役場1階相談室101
　時　間　午後1時～午後4時
■問い合わせ先
　住民福祉課　蕕（４８）１１１１（内１１２２）

　11月に行われた
秋の幼保小中高一

斉あいさつ運動に参加しました。「お
はようございます」と声を掛けた子
どもや大人があいさつを返してくれ
るのは、やはり気持ちの良いもので
す。先に子どもたちからあいさつを
してくれると、少し早起きして参加し
た私は、すてきなご褒美をもらった
気持ちになりました。
　普段はあいさつのやりとりについ
て、特別意識することはないです
が、運動期間を通してあいさつの良
さをあらためて感じました。私は今
回感じたことを大切に、家や職場で
のあいさつをもっと大切にしていこ
うと思います。

編集後記

　町では、医療費の自己負担額軽
減と医療保険財政健全化のため、
国民健康保険加入者に｢ジェネリッ
ク医薬品に関するお知らせ｣を１２
月下旬に送付します。
　お知らせは、後発医薬品である
ジェネリック医薬品に切り替える際
の参考としていただくものです。
　医薬品を切り替えた場合に、自
己負担額がどれくらい下がるかの
例などを記載しています。
■対象となる方
　　平成29年10月に薬の処方を
受けた方で、ジェネリック医薬品
へ切り替えることで、薬代の自己
負担額を一定金額以上軽減でき
ると見込まれる方
■医薬品に切り替える際の注意点
　▽主治医や薬剤師と十分にご相
談ください。

　▽医師の判断によりジェネリック
医薬品が処方されない場合が
あります。

　▽在庫が薬局に無い場合には、

国民健康保険加入者に
お知らせを送付します

平成30年1月4日（木）
場　所　役場1階相談室101
時　間　午後1時30分～午後4時30分
　NPO法人知多地域成年後見セン
ターでは、成年後見制度巡回相談（事前
に予約が必要）を毎月行っています。
■問い合わせ先
　知多地域成年後見センター事務所
（知多福祉活動センター内）
　蕕0562（39）3770

薬の用意に時間がかかる場合
があります。

■問い合わせ先
　住民福祉課国保年金係
　蕕（48）1111（内1118）

知多信用金庫　様

　町に「門松用祝賀紙」21,200枚
をご寄付いただきました。
　祝賀紙は、今回の広報と一緒に
配布しています。

阿久比町商工会
工業団地内企業連絡協議会　様

　町に産業まつりのチャリティー収

益金27,471円をご寄付いただき
ました。

　「ふるさと阿久比応援寄付金（ふ
るさと納税）」で、次の皆さんから町
にご寄付いただきました。
　中村欣彦　様（1万円）
　萩原カネ　様（1万円）
　野村斉　様（1万円）
　市川直治　様（1万円）
　川田裕　様（2万円）
　芳賀甚市　様（2万円）

1 月の相談

○事例（70代女性）
　30年前に60万円で購入した山林の処分に困っていたところ、業者から
電話で売却の話を持ちかけられた。売れるならと思い契約し、その日のうち
に調査費として30万円を支払った。しかし、やりとりに不審な点が多いので
クーリング・オフしたい。
○相談者への助言
　業者に対し、返金期限を明記したクーリング・オフの書面を内容証明郵便
で通知するよう助言しました。後日、相談者から全額返金されたと連絡があ
りました。
○被害を防ぐアドバイス
　「土地を買いたい企業がある」「高値で売却できる」などのセールストー
クをうのみにせず、不審な勧誘はきっぱりと断りましょう。
◎消費生活相談（無料）を行います。ご利用ください。　
■日　時　平成30年1月10日（水）（毎月第2水曜日）
　　　　　午前10時～正午、午後1時～午後4時
■場　所　役場2階相談室201
■問い合わせ先　産業観光課商工労政係　蕕（48）1111（内1226・1227）
◎知多半田消費生活センターでも消費生活相談を行っています。
■日　時　月曜日～金曜日（祝日、クラシティ閉館日を除く）
　　　　　午前9時30分～午後4時30分
■場　所　クラシティ（3階市民交流センター内）
■問い合わせ先　知多半田消費生活センター　蕕（32）2444

ご寄付ありがとうございます
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